
学校教育法施行規則の一部を改正する省令について（概要）

１．趣旨
本年３月に取りまとめた文部科学省及び厚生労働省による「家庭と教育と福祉の連
携「トライアングル」プロジェクト」の報告を踏まえ、障害のある子供が地域で切れ目なく支
援を受けられるよう、各学校において作成する個別の教育支援計画について、保護者や
医療、福祉、保健、労働等の関係機関等との連携を一層推進するため、必要な省令の
改正を実施。

２．概要
学校教育法施行規則（昭和22年文部省令第11号）に以下の規定を新設。
・ 特別支援学校に在学する幼児児童生徒について、個別の教育支援計画を作成す
ることとし、当該計画の作成に当たっては、当該児童生徒等又は保護者の意向を踏ま
えつつ、関係機関等と当該児童生徒等の支援に関する必要な情報の共有を図らなけ
ればならないこととする。（新第134条の2関係）
・ 上記の規定について、小・中学校（義務教育学校及び中等教育学校の前期課程
を含む。）の特別支援学級の児童生徒及び小・中学校、高等学校（中等教育学校
の後期課程を含む。）において学校教育法施行規則第140条に基づき障害に応じた
特別の指導である通級による指導を受けている児童生徒について準用する。（新第
139条の2、新第141条の2関係）

（参考）個別の教育支援計画について

・障害のある児童生徒等について、家庭、地域及び医療や福祉、保健、労働等の業務を行う関係

機関との連携を図り、長期的な視点で児童への教育的支援を行うために作成する計画を「個別の

教育支援計画」という。

・学習指導要領等において、特別支援学校や特別支援学級の児童生徒等、通級による指導を受

ける児童生徒については全員作成することとされている。

３．施行日
公布日（平成30年8月27日）

平成３０年１１月１９日
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